
 

 

川崎市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第２９号 



   川崎市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市地方卸売市場業務条例施行規則（平成１９年川崎市規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

第７条第２項第７号中「利用料金」の次に「及び納付金」を加える。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


